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議案第９号 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

 君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

平成３０年１２月３日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 

提案理由 

住民票の写し等をコンビニエンスストア等に設置された多機能端末機により交付する場

合の手数料の額を減額するとともに、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改

正に伴い新たに接道規制の適用除外に関する認定事務に係る手数料を定めるため、君津市

手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

   君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１の項(1)の目中「４５０円」の次に「（多機能端末機（本市の電子計算機と

電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を自動的に交付する機能を有するもの

をいう。以下同じ。）により交付する場合にあっては、３５０円）」を加える。 

 別表第２の６の２の項の次に次のように加える。 

６の３ 建築基準法第４３条第２項第

１号の規定に基づく建築の認定の申

請に対する審査 

２７，０００円

 別表第２の３６の項、４２の項、４５の項及び４６の項中「３００円」の次に「（多機能

端末機により交付する場合にあっては、２００円）」を加える。 

   附 則 

この条例は、平成３１年２月１日から施行する。ただし、別表第２の６の２の項の次に

１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 
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君津市手数料徴収条例新旧対照表 

改正案 現 行 

別表第１（第２条） 別表第１（第２条） 

標準事務 手数料を徴収する事務 金額 

１ 戸籍法（昭

和２２年法

律第２２４

号）第１０条

第１項及び

第１０条の

２第１項か

ら第５項ま

で（これらの

規定を同法

第１２条の

２において

準用する場

合を含む。）、

第４８条第

１項及び第

２項（これら

の規定を同

法第１１７

条において

準用する場

合を含む。）、

第１２０条

(1) 戸籍法第１０条第１項、

第１０条の２第１項から

第５項まで若しくは第

１２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第１２０

条 第 １ 項 若 し くは第

１２６条の規定に基づく

磁気ディスクをもって調

製された戸籍に記録され

ている事項の全部若しく

は一部を証明した書面の

交付 

１通につき４５０円（多機

能端末機（本市の電子計算

機と電気通信回線で接続さ

れた端末機であって、証明

書を自動的に交付する機能

を有するものをいう。以下

同じ。）により交付する場合

にあっては、３５０円）

(2) ～(6) 省略 

標準事務 手数料を徴収する事務 金額 

１ 戸籍法（昭

和２２年法

律第２２４

号）第１０条

第１項及び

第１０条の

２第１項か

ら第５項ま

で（これらの

規定を同法

第１２条の

２において

準用する場

合を含む。）、

第４８条第

１項及び第

２項（これら

の規定を同

法第１１７

条において

準用する場

合を含む。）、

第１２０条

(1) 戸籍法第１０条第１項、

第１０条の２第１項から

第５項まで若しくは第

 １２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第１２０

条 第１ 項若 し くは 第

 １２６条の規定に基づく

磁気ディスクをもって調

製された戸籍に記録され

ている事項の全部若しく

は一部を証明した書面の

交付 

１通につき４５０円   

(2) ～(6) 省略 
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 第１項並び

に第１２６

条の規定に

基づく戸籍

に関する事

務

２～１０ 省略 

 第１項並び

に第１２６

条の規定に

基づく戸籍

に関する事

務 

２～１０ 省略 

別表第２（第２条） 別表第２（第２条） 

手数料を徴収する事務 金額 

１～６の２ 省略 

６の３ 建築基準法第４３条第２

項第１号の規定に基づく建築の

認定の申請に対する審査 

２７，０００円 

７～３５ 省略 

３６ 租税公課についての証明 １通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

２００円）

３７～４１ 省略 

４２ 印鑑についての証明 １通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

２００円）

４３～４４ 省略 

４５ 住民票の写し及び除かれた

住民票の写しの交付 

１通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

２００円）

４６ 戸籍の附票の写し及び除か１通につき３００円（多機能端末機

手数料を徴収する事務 金額 

１～６の２ 省略 

７～３５ 省略 

３６ 租税公課についての証明 １通につき３００円      

３７～４１ 省略 

４２ 印鑑についての証明 １通につき３００円      

４３～４４ 省略 

４５ 住民票の写し及び除かれた

住民票の写しの交付 

１通につき３００円      

４６ 戸籍の附票の写し及び除か１通につき３００円      
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 れた戸籍の附票の写しの交付 により交付する場合にあっては、

２００円）

４７～５３ 省略 

 れた戸籍の附票の写しの交付                

４７～５３ 省略 

備考 省略 備考 省略 


